
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　例えば、コンパクトディスクなどの円板形状の情報記録媒体を保持するために２個の部
分で構成され、底部分と、２個のコーナーヒンジを経て前記底部分に結合させたカバー部
分と、情報記録媒体を保持するためのクランプ装置とを有するハウジングにおいて、
　前記 ヒンジアーム 、これらの自由端部は、前記
カバー部分の方に１８０° と共に弾性を有し、
　前記底部分は、ヒンジアームに適合したコーナー凹部を有し、
　ヒンジアームの自由端部は、端部が互いに向かい合い、剛固ヒンジ壁と共同してコーナ
ーヒンジを形成することを特徴とするハウジング。
【請求項２】
　前記クランプ装置は、前記底部分と一体であることを特徴とする請求項１に記載のハウ
ジング。
【請求項３】
　前記クランプ装置は、前記ハウジングに取り付けた特殊なトレイに形成されることを特
徴とする請求項１に記載のハウジング。
【請求項４】
　ヒンジアームの自由端部は、ヒンジ壁の対応軸穴に係合させるために内側に突出したピ
ンを有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載のハウジング。
【請求項５】
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コーナーヒンジはそれぞれ１個の を含み
折り返すように屈曲する



　突出した当りは、底部分の外側表面付近のコーナー凹部それぞれのコーナーに配置し、
当りは、カバー部分を約１８０°の角度まで開放したとき、カバー部分の外側表面付近の
部位でヒンジアームそれぞれの端部表面に接することを特徴とする請求項１乃至３のいず
れか一項に記載のハウジング。
【請求項６】
　ヒンジアームの端部表面は、当りのための接触部位の下方に傾斜部を有することを特徴
とする請求項５に記載のハウジング。
【請求項７】
　上向きまたは下向きに開放された中空の箱型区画部分は、底部分のコーナー凹部間に延
在し、その端部において、コーナー凹部の２個のヒンジ壁で形成された結合壁を有するこ
とを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載のハウジング。
【請求項８】
　下向きに開放した中空の箱型区画部分の場合、該中空の区画部分における開放側に面す
る壁は、ハウジングを閉じたときカバー部分と共通な面にあるグリップ部として作用する
ことを特徴とする請求項７に記載のハウジング。
【請求項９】
　中空の区画部分は、該中空の区画部分に適したインサートを受け入れて保持するための
ラッチ手段と共に形成することを特徴とする請求項７に記載のハウジング。
【請求項１０】
　前記インサートは、挿入側に開放されたトラフ形状のホルダーであって、該ホルダーの
端部壁は弾性があってヒンジ壁のラッチ手段と共に作用するラッチ手段を構成することを
特徴とする請求項９に記載のハウジング。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば、コンパクトディスクなどの円板形状の情報記録媒体を収容するために
、底部分と、２個のコーナーヒンジを経て前記底部分に連結されるカバー部分と、情報記
録媒体を保持するためのクランプ装置とを有するハウジングに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
こうしたハウジングは、例えば、ドイツ連邦共和国実用新案明細書８５２３１９４号から
既知である。この既知のハウジングにおいて、底部分は、ヒンジ部位に２個の隆起側壁を
有し、別の側壁が、前記側壁間に係合する底部分の側壁よりも互いにさらに短い距離で離
間してカバー部分に位置している。底部分およびカバー部分間の枢軸継手は、一方部分の
側壁における軸穴に係合する他方部分の側壁におけるピンによって形成される。既知の構
成では、底部分の側壁は、傾斜壁を有する凹部を有し、凹部は、カバー部分における対応
形状の傾斜側壁によって係合する。既知の構成では、カバー部分の狭い前方側がヒンジに
面し、さらに、底部分における対向する傾斜部に係合する２個の突起無しラッチ要素を有
する。さらに、ヒンジに面する前方側では、底部分はハウジングの開放を容易にするため
に退き面を有する。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、例えば、コンパクトディスクなどの円板形状の情報記録媒体を保持する
ために２個の部分で構成され、底部分と、２個のコーナーヒンジを経て前記底部分に結合
させたカバー部分と、情報記録媒体を保持するためのクランプ装置とを有するハウジング
にて、特に、信頼性があって耐衝撃性および耐破壊性のあるヒンジ装置を具え、簡単な製
造と、故障の無いように機械化したハウジングのアセンブリとを保証することである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、この目的は、前記カバー部分を２個のヒンジアームで構成し、これらの
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自由端部は、前記カバー部分の方に１８０°向かうと共に弾性を有し、前記底部分は、ヒ
ンジアームに適合したコーナー凹部を有し、ヒンジアームの自由端部は、端部が互いに向
かい合い、剛固ヒンジ壁と共同してコーナーヒンジを形成することを特徴とすることによ
って達成される。
【０００５】
前記ヒンジアームは、カバー部分を延長することと、自由端部を形作ることとで形成され
、該自由端部がカバー部分に関して僅かなクリアランスを有するようする。こうして、ば
ねアームのこれら自由端部は十分な弾性を有するから、自由端部の内側に配したピンを、
底部分に形成された対応するヒンジ壁の穴に係合させることができ、これにより、枢軸運
動が可能になる。従って、これらのヒンジは、ハウジングの外側表面にではなく、底部分
のコーナー凹部における遮蔽位置に設置される。ヒンジアームが１８０°に曲がるため、
本発明によれば、理想的な状態が得られ、カバー部分において、対応するコーナーを丸く
することができる。
【０００６】
本発明は、特殊なトレイを有しないで前記クランプ装置が前記底部分と一体であるハウジ
ングと、特殊なトレイで構成され前記クランプ装置が前記ハウジングに取り付けた特殊な
トレイに形成されるハウジングとの両方に適合させることができる。
【０００７】
ヒンジアームの自由端部は、ヒンジ壁の対応軸穴に係合させるために内側に突出したピン
を有することを特徴とするから、特に、簡単に製造することができる。しかしながら、変
形例として、底部分のヒンジ壁にピンを形成すると共に自由端のヒンジアームに軸穴を形
成することができる。さらに、軸穴の代りに、傾斜穴を設けて、上方から係合させること
ができる。
【０００８】
突出した当りは、底部分の外側表面付近のコーナー凹部それぞれのコーナーに配置し、当
りは、カバー部分を約１８０°の角度まで開放したとき、カバー部分の外側表面付近の部
位でヒンジアームそれぞれの端部表面に接することを特徴とするから、約１８０°または
１８５°の角度で開けることができる。これにより、カバーが、完全に回転してしまうこ
とを防ぎ、結果として、該カバーに収容されたリーフレットが外れることを防ぐ。
【０００９】
ヒンジアームの端部表面が、当りのための接触部位の下方に傾斜部を有することを特徴と
することによって、突出した当りによってカバー部分が塞がれることなく閉じることがで
きる。
【００１０】
上向きまたは下向きに開放された中空の箱型区画部分は、底部分のコーナー凹部間に延在
し、その端部において、コーナー凹部の２個のヒンジ壁で形成された結合壁を有すること
を特徴とするから、特に、ヒンジのための安定性および耐破壊性を得ることができる。
【００１１】
下向きに開放した中空の箱型区画部分の場合、該中空の区画部分における開放側に面する
壁は、ハウジングを閉じたときカバー部分と共通な面にあるグリップ部として作用するこ
とを特徴とすることによって、グリップ部を形成する中空の区画部分壁が直接、カバーの
向い合う対応壁部に配置されるから、ヒンジの破壊に対する付加的な保護が、閉じたハウ
ジングの側に衝撃力が及ぼされる場合に得られる。
【００１２】
中空の区画部分は、該中空区画部分に適したインサートを受け入れて保持するためのラッ
チ手段と共に形成することを特徴とし、好適に形成されたインサートは、安定性をさらに
向上させるために中空の区画部分内に嵌合させることができる。さらに、このインサート
は、特殊な付加的な要素、例えば、盗難防止装置や製品の販売促進用カバーを保持するよ
うに構成することができる。
【００１３】
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前記インサートは、挿入側に開放されたトラフ形状のホルダーであって、該ホルダーの端
部壁は弾性があってヒンジ壁のラッチ手段と共に作用するラッチ手段を構成することを特
徴とするから、こうしたホルダーを簡単に構成することが容易にできる。前記ホルダーは
、例えば、情報伝達要素、盗難防止要素などを含むことができるから、弾性手段で前記中
空の区画部分に保持することができる。加えて、例えば、ラッチ手段、例えば、好適な形
状の開口部と共同する鉤形状要素をその端部に設ける場合、このタイプのインサートは、
所定の位置に挿入および係止すると、力に依存したり破壊すること無しに取り去ることが
ほとんどできない。これは、特に、こうしたトラフ形状ホルダーに盗難防止手段を収容す
るときに有効である。
【００１４】
【発明の実施の形態】
本発明の一実施形態を、添付した図１乃至７を参照して詳細に説明する。
【００１５】
図１のように、２個の部分で構成されるハウジングは、底部分１０およびカバー部分１１
で構成され、これら部分は、２個のコーナーヒンジ１２，１３によって互いに連結される
。前記底部分は、クランプによってコンパクトディスク１５を保持するために中央に配置
したクランプ装置１４を構成する。隆起ラグ１６は、差込ブックレット１６´を保持する
ためにカバー部分１１に配置される。凹形部１７は、底部分１０からコンパクトディスク
１４の取り出しを容易にする。
【００１６】
図２および３のように、コーナーヒンジ１２，１３はそれぞれ、ヒンジアーム１８を有し
、このアーム１８の自由端部１９は、カバー部分１１の方に１８０°向ける。これにより
、コーナー部位２０においてカバー部分に使いやすい湾曲を形成することができ、この結
果として、自由端部１９は符号２１の方向に弾性を有する。
【００１７】
２個のコーナーヒンジ１２，１３を同一平面に係合させるため、底部分１０は、コーナー
凹部２２を有し、これら凹部２２間には、下向きに開放した中空の箱型区画部分２３が延
在する（図５および６）。中空の区画部分２３は、その端部でヒンジ壁２４と、長手側で
側壁２５と、その上部でグリップ部２６とによって結合され、グリップ部は、ハウジング
を閉じたときにカバー部分１１と共通な面であり、カバー部分１１と同一平面にある。本
実施形態では、コーナーヒンジは、自由端部１９のピン１９ａを構成し、ピンはヒンジ壁
２４の軸穴２４ａと係合する。
【００１８】
コーナー凹部２２におけるそれぞれのコーナーでは、当り２７は、底部分１１の外側表面
と同一平面であって、約１８０°から１８５°の角度でカバー１１を開放するとき部位１
８ａでヒンジアームに配して設ける。傾斜部１８ｂは、当り２７によるロック状態からの
閉じ移動を防止する。当り２７および傾斜部１８ｂは、特に、図６に明示されている。
【００１９】
図４，５および６は、上部に開放したトラフ形状のホルダー２８を中空の区画部分２３に
取り付けることができることを示す。このホルダー２８は、切欠き２９によって形成され
た弾性のある端部壁３０を有し、壁が鉤部３１を担持する。ホルダー２８が中空の区画部
分２３内に導入されるとき、前記鉤部は、ヒンジ壁２４の内側表面における対応凹部３２
にスナップ結合する。ホルダー２８は、中空の区画部分２３を閉じると共に、様々な種類
の物品、例えば、特有の粒子が浮遊する流体を含んだ、所謂、光輝ロッドを保持すること
に作用する。さらに、こうしたホルダーは、例えば、盗難防止装置を保持することができ
る。これは、ホルダー２８が取り付けられた後、部品を損傷させることなく、実質上、ホ
ルダーを取り除くことができないことから、特に有効である。さらに、所定の情報が記録
されている紙片をホルダー２８に配置することができ、ホルダー２８は、底部分およびカ
バー部分と同じように、透明なプラスチックから造られている。こうした紙片はまた、ホ
ルダー周りを包むことができると共に、ホルダーといっしょに中空の区画部分２３内に導

10

20

30

40

50

(4) JP 4024385 B2 2007.12.19



入することができる。
【００２０】
図７は、情報記録媒体（１５）を保持するためのクランプ装置１４´で構成されハウジン
グに取り付け可能なトレイ３３を示した平面図である。
【図面の簡単な説明】
【図１】底部分およびカバー部分で構成されたハウジングであって、下半分はハウジング
が閉じた状態を示し、上半分はカバーの半分を左側に示すと共にハウジングを開いた状態
を示した平面図である。
【図２】図１における部分Ｚ 1 の一部を拡大した断面図である。
【図３】図１における部分Ｚ 1 の一部を拡大し、図４と同一方向から示した透視図である
。
【図４】ハウジングを閉じた状態を上方から示した斜視図である。
【図５】ハウジングを閉じた状態を下方から示した斜視図である。
【図６】図５に示した部分Ｚ 2 を示した図である。
【図７】ハウジングに取り付けることに適し、クランプ装置を有するトレイを示した図で
ある。
【符号の説明】
10　底部分
11　カバー部分
12， 13　コーナーヒンジ
14　クランプ装置
15　コンパクトディスク
16　隆起ラグ
17　凹形状部
18　ヒンジアーム
18ｂ　傾斜部
19　自由端部
19ａ　ピン
20　コーナー部位
21　向き
22　コーナー凹部
23　中空の箱型区画部分
24　ヒンジ壁
24ａ　軸穴
25　側壁
26　グリップ部
27　当り
28　ホルダー
29　切欠き
30　弾性端部壁
31　鉤部
32　対応凹部
33　トレイ

10

20

30

40

(5) JP 4024385 B2 2007.12.19



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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